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17 存続年数が残存耐用年数を超える場合 

問 次のような事例の場合の配偶者居住権等の評価額を教えてください。  

【設例】 

相続開始前             遺産分割後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続税評価額：建物2,000万円 

       土地5,000万円 

建 物 建 築 日：2000年12月１日 

建 物 構 造：木造 

相 続 開 始 日：2020年10月１日 

賃 貸 の 有 無：無 

建 物 所 有 者：被相続人 

土 地 所 有 者：被相続人 

 

遺 産 分 割 日：2021年３月20日 

配偶者の年齢：70歳10か月(分割時) 

平 均 余 命：19.85年 

配偶者居住権存続期間：終身 

法 定 利 率：３％ 

建 物 相 続 人：長男 

土 地 相 続 人：長男 

 

 

 

答 配偶者居住権の価額は、基本的に次の算式により算出しますが、算式中、分数の

項の分母又は分子が零以下となる場合には、分数の項を零とすることとされていま

す（相法23の２①二）。 

居住建物 
の時価 

－ 
居住建物 
の時価 

× 

耐用
年数 

－ 
経過
年数 

－ 
存続
年数 

× 

存続年数に応
じた法定利率
による複利現
価率       . 耐用年数 － 経過年数 

すなわち、配偶者居住権の存続年数が居住建物の残存耐用年数（耐用年数－経過

年数）を超える場合には、結果的に居住建物の時価と配偶者居住権の評価額が一致

することとなります。そのため、居住建物の時価が配偶者居住権の価額となり、所

有権部分の価額は零となります。 

したがって、配偶者居住権等の評価額は次のとおりです。 

 

 

 

 

所有者：被相続人 所有者：長男

所有者：被相続人
所有者：長男
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〔配偶者居住権の価額〕  

                      (耐用年数)(経過年数)(存続年数)  

 

2,000万円 － 2,000万円 × 

 

33年－20年－20年 (複利現価率)   (配偶者居住権の価額) 

× 0.554  ＝  2,000万円 

 33年－20年 

                          (耐用年数)(経過年数)  

（参考）耐 用 年 数：33年（22年×1.5） 

    経 過 年 数：20年（2000年12月１日～2021年３月20日：20年３か月） 

    存 続 年 数：20年（第22回生命表に基づく平均余命19.85年） 

    複利現価率：0.554（端数処理前0.5537） 

 

〔居住建物の価額〕 

(居住建物の時価) (配偶者居住権の価額)  (居住建物の価額) 

2,000万円 － 2,000万円 ＝ 0万円 

 

〔敷地利用権の価額〕                          

                (複利現価率)    (敷地利用権の価額) 

  5,000万円 － 5,000万円 × 0.554 ＝ 22,300,000円 

 

〔居住建物の敷地の価額〕 

  (居住建物の敷地の時価)  (敷地利用権の価額)   (居住建物の敷地の価額) 

  5,000万円 － 22,300,000円 ＝ 27,700,000円 

  

  

  

敷地利用権の評価
の基礎となる金額  

敷地利用権の評価
の基礎となる金額  

配偶者居住権の
評価の基礎とな
る金額  

配偶者居住権の
評価の基礎とな
る金額  


